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令和５年度　第11回全体庁議（11月２日開催）

（５）（仮称）帯広市障害者共生まちづくりプラン(原案)について
[市民福祉部]

審議 ・ 報告

　■　提案・報告の趣旨

　障害者基本法、障害者総合支援法及び児童福祉法に基づき策定した第三期帯広市障害者計画（令和２年度～令和５年度）及
び第六期帯広市障害福祉計画（第二期帯広市障害児福祉計画）（令和３年度～令和５年度）が、令和５年度で計画の最終年度
を迎えるため、次期計画の策定に向け、計画を統合する方向で、「（仮称）帯広市障害者共生まちづくりプラン」として原案を作成
したことから、令和５年11月20日に開催される厚生委員会に報告するもの。

　■　提案・報告の主な内容(概要)

　令和５年11月　帯広市健康生活支援審議会障害者支援部会にて計画原案について協議
　　　　　　　　厚生委員会へ計画原案について報告
　　　　　12月　計画原案に対するパブリックコメントの実施
　令和６年２月　帯広市健康生活支援審議会障害者支援部会にてパブリックコメント結果及び計画案について協議
　　　　　　　　厚生委員会へパブリックコメント結果及び計画案について報告
　　　　　３月　成案

　同内容で、11月20日厚生委員会へ報告することで了承された。

　　特になし

　■今後のスケジュール

　■　審議結果

　■　その他、指摘事項等

第１章　計画の策定にあたって
　国や北海道における法整備等を踏まえつつ、本市の障害者計画と障害福祉計画・障害児福祉計画を統合し、理念や計画期間を統一
した「（仮称）帯広市障害者共生まちづくりプラン」を策定する。計画期間はR６年度～R11年度までとし、R８年度に中間見直しを行う。

第２章　障害のある人の状況
　身体障害のある人は減少傾向、知的障害のある人・難病患者は増加傾向で推移。
　市民アンケートや市民意見交換会・関係団体等へのヒアリングで聴取した内容のうち、特徴的なものを記載。

第３章　前計画の取り組み状況と課題
　第三期計画の３つの基本的視点ごとに、取り組みと指標の推移、アンケートや市民意見などから見えてきた課題を記載。

第４章　計画の基本理念と目標
　基本理念を「障害の有無によらず、誰もが地域社会の一員として共生するまちづくり」とし、その実現に向け、３つの目標を掲げる。
　Ⅰ．共に過ごし、理解し合える地域をつくる
　Ⅱ．地域で安心して暮らせるための支援体制をつくる
　Ⅲ．希望に応じ社会参加できる環境をつくる

第５章　計画の体系と各施策
　施策１ 理解と交流の促進：（１）啓発・広報活動の充実、（２）交流の場の充実や支え合いの推進
　施策２ 権利擁護の推進：（１）差別解消の推進、（２）虐待防止の推進、（３）障害のある人の意見の反映、（４）意思決定の支援
　施策３ 相談支援と情報提供の充実：（１）相談支援の充実、（２）情報提供体制の充実とアクセシビリティの向上、（３）意思疎通の支援
　施策４ 生活支援の充実：（１）障害福祉サービス等の提供体制の充実、（２）生活支援・在宅支援の充実、（３）保健・医療の充実
　施策５ 療育・教育の充実：（１）相談支援体制の整備、（２）療育施策の充実、（３）保育・教育施策の充実
　施策６ 安全・安心な生活環境の整備促進：（１）暮らしやすい環境への支援、（２）防災体制の整備
　施策７ 社会活動の充実：（１）地域活動への参加促進、（２）生涯学習活動の促進
　施策８ 就労支援の充実：（１）雇用の促進、（２）福祉的就労支援の充実

第６章　サービス等の実施状況と見込量
　第六期帯広市障害福祉計画で定めた障害福祉サービスや障害児通所支援、地域生活支援事業の見込量に対する実施状況と、計画
期間（令和６年度～令和11年度）に必要となるそれぞれの１か月あたりの見込量を設定し、サービス等の確保のための方策を記載。

第７章　計画の推進体制
　幅広い主体と連携しながら取り組みを推進する。また、目標ごとに指標を設け（全15項目）、毎年度取り組みの効果や進捗状況等の
分析・評価を行い、帯広市健康生活支援審議会及び帯広市地域自立支援協議会に報告する。


